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（目　的）
第１条　　この規程は、デリバティブ取引の実行・管理に関する基準を定め、デリバティブ取引の状況を把握し、的確なリスク管理を図ることを目的とする。

（基本方針）
第２条　　デリバティブ取引は、以下に挙げる目的により行うものに限る。
　　　　　 1.　営業取引で発生する債権・債務の範囲内において将来の金利・為替相場の変動リスク
を回避することを目的として行うもの。
　　　　　 2.　金融資産・負債にかかる将来の金利・為替相場の変動リスクを回避することを目的として行うもの。

（対象取引）
第３条　　この規程の対象となる取引は以下に挙げるものとする。
1.　為替予約取引
　　　　　 2.　金利スワップ取引
　　　　　 3.　通貨スワップ取引
　　　　　 4.　金利オプション取引

（取引の実行限度）
第４条　　取引を行うに当たっては、ヘッジ対象の資産又は負債の額面金額をヘッジ手段として用いるデリバティブ取引の想定元本若しくは実行金額の上限とする。

（所管部署）
第５条　　デリバティブ取引に関する担当部署は、総務部とする。

（リスク管理方針）
第６条　　担当部署は、デリバティブ取引による潜在リスクを把握し、適切なリスク対応策を講じる。

（緊急時の対応）
[bookmark: _GoBack]第７条　　相場の急変等により、潜在リスクが過大となる可能性がある場合、担当部署は速やかに対応策を講じて取締役会に報告する。

（報　告）
第８条　　担当部署は、決算期ごとにデリバティブ取引の状況につき、取締役会に報告する。

（証憑書類管理）
第９条　　担当部署は、契約証書、計算書、伝票等の整理・保管を行う。

（会計処理）
第10条　　デリバティブ取引にかかる会計処理は、企業会計審議会制定の「金融商品にかかる会計基準」
に従い、担当部署が行う。

（ヘッジ有効性の評価方法）
第11条　　ヘッジ手段の有効性の評価は、日本会計士協会制定の「金融商品会計に関する実務指針」に　　
　　　　 定める方法に従って行う。
　　　　
（時価の算定）
第12条　　時価の算定は、デリバティブ取引を締結している取引金融機関から提示される価格による。

（規程の管理）
第13条　　この規程の管理は、総務部長が行う。


付　則

①　この規程は、２００１年　３月２３日から施行する。
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